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行政刷新会議及び行政事業レビューの評価結果の概要

仕分け対象事業 法人 評価結果

○指定講習事業 理容師美容師試験研修セン
ター

廃止
（管理理容師・美容師講習の廃止）

○クリーニング師研修等事業 全国生活衛生営業指導セン
ター

廃止
（国による研修義務付けの見直し）

○生活衛生振興助成費等
補助金

全国生活衛生営業指導セン
ター

廃止
（説明責任を果たしつつ、政策目標を達成する上でより効
果的な仕組みにより行うべき）

仕分け対象事業 法人 評価結果

○生活衛生営業指導費
補助金 事業の廃止（直ちに）

○行政刷新会議事業仕分け評価結果（平成22年5月24日）

○行政事業レビュー公開プロセス評価結果（平成22年6月10日）

１．事業仕分けの概要

○公開の場において、外部の視点も入れながら、それぞれの事業ごとに要否等を議論し判定するものであり、透
明性を確保しながら、予算を見直すことができる有効な方法。

○行政刷新会議は、事業仕分け第２弾として本年4月下旬と5月下旬に独立行政法人や政府系の公益法
人が行う事業について事業仕分けを実施。

○また、各府省において、事業の実態を十分に把握・点検し、その結果を事業執行や予算要求等に反映する
取組として行政事業レビューの公開プロセスを実施。

２．事業仕分けの評価結果の概要（生活衛生関係営業分）
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行政刷新会議の評価結果

生活衛生営業関係補助金に対する
行政刷新会議及び行政事業レビューの評価結果［概要］

行政事業レビューの評価結果

ＷＧの評価結果
廃止（説明責任を果たしつつ、政策目標を

達成する上でより効果的な仕組みに
より行うべき）

廃止５名、自治体・民間１名
国等が実施１名（事業規模縮減）
当該法人が実施１名（事業規模縮減）

生活衛生振興助成費等補助金

［事業の必要性は理解］
○ 国が何かしらのサポー
トを行うべきであること、
この事業の目的自体に
しては大きな疑問は
持っていない。

○ 施策の目的には非常
に賛同するものがあり、
そのために必要であれ
ば国として税金を使って
やるべき｡

［効果測定が不十分］
○ 目的が達成されてい
るのかどうかという点につ
いての説明が十分にな
かった。

○ 国民皆さんに必要だ
といえるほど自信のある
説明をいただいていない
ので、十分な説明と十
分な効果測定を行って
いただきたい。

評価結果
事業の廃止（直ちに）
事業の廃止(直ちに)３名
事業の廃止(事業の対象者に与える影響に配慮し

ながら一定期間経過後)２名
国が実施する必要なし(地方公共団体の判断に任

せる)１名
国が実施する必要なし(その他(地方＋民間))１名
事業は継続するが、更なる見直しが必要１名

［とりまとめコメント］
○ 国、自治体、団体等の役割を厳密に精査の上、全
体のスキームを立て直すべき。

○ 国からの補助は廃止し、その実施については各都道
府県生活衛生営業指導センターの判断に委ねる。

［長浜副大臣コメント］
○生衛法は議員立法により成立していることを踏まえ、
政務三役で取扱いを検討する

生活衛生営業指導費補助金
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行政刷新会議の評価結果

クリーニング師研修等事業に対する行政刷新会議の
評価結果について

ＷＧの評価結果
廃止（国による研修義務付けの見直し）

権限付与自体の廃止 ８名

○内容はともかく、この制度自体がうまくいっていない、本研修の意義が不明確、そもそも
国の事業として行う正統性がない、といったコメントがあった。

○品質が落ちれば淘汰されていくわけで、品質向上の話は業界内で行えばよく、国が義
務付ける必要性についての納得得られる回答がない。

○結論としては、権限付与自体の廃止だが、内容としては、国が義務付けること自体を見
直す、行うにしても中身について精査する、ということを結論としたい。
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行政刷新会議の評価結果

管理理容師・管理美容師指定講習事業に対する
行政刷新会議の評価結果について

ＷＧの評価結果
廃止（管理理容師・美容師講習の廃止）
権限付与自体の廃止 ７名
見直しを行う１名（講習内容を見直すべき １名）

○公衆衛生についての理解を深めていくことに関して、評価者は何ら疑問を持っていない。
ただ、 この講習制度の立てつけ上、理容師・美容師が２名になったら受けなければなら
ないことの合理性が、本日の説明では理解できなかった。

○公衆衛生に関して、理容師・美容師の資格を取得する際に、より一層、公衆衛生につ
いて理解を深めさせることはいいと思うが、わざわざ２名になる時にこれを受けなければな
らないと義務付けることについては、当ＷＧとしては理解できない。このため、権限付与自
体の廃止、すなわち、２名になると受けなければならないという講習制度自体の廃止・見
直しを結論とさせていただく。
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２ 生活衛生営業関係補助金について
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○生活衛生関係営業(生衛業)は、飲食業、理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業など、国民生
活に密着したサービスを提供。

○衛生的で安心できるサービスを提供するため、衛生規制の下で活動。
○生衛業は中小零細企業が大部分であるため、振興と規制が一体となって経営の健全化と衛生水準の向上
を図ることが必要

・理容業 ・旅館業 ・飲食店営業 ・食鳥肉販売業
・美容業 ・浴場業 ・喫茶店営業 ・氷雪販売業 等
・クリーニング業 ・興行場営業 ・食肉販売業 理容 浴場 クリーニング 飲食

消費者（利用者）

※我が国では、生活衛生関係のサービスの衛生水準は高い水準(食中毒や感染症の発生の防止、安心・安全で質の高いサービスの享受)

生衛連合会
生衛組合

・振興(自主的取り組み)

保健所等
［行政］

・衛生規制

指導・支援

サービス提供

生衛業者

・事業所 ：約１２１万事業所(全事業所の２１％)
・従業員数：約６２８万従業員(全産業の１２％)
・収入額 ：約２７兆円(サービス業全体の１８％)

(財)全国生活衛生
営業指導センター

(財)都道府県生活衛生
営業指導センター

・経営の健全化
・衛生水準の向上

生活衛生関係営業について
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生活衛生関係営業の役割について

中小零細が多い生活衛生関係営業は
主に「３つの役割」を担っている。

衛生的サービスの提供 地域の雇用確保 地域社会への貢献

○生衛業は国民生活に密着した
営業であるため、日頃の衛生面
の確保は大変重要

生衛業の役割

○生衛業は地域の雇用確保(全
産業の１２％)や地域経済に地
道に貢献

生衛業の役割

○生衛業は地域密着経営であり、
地産地消の推進や地域の福
祉・健康対策に貢献

生衛業の役割

営業施設の衛生水準を確
保することにより、消費者が
安心して衛生的で快適な
サービスを利用できる

・従業者数628万人で約27
兆円規模の事業を展開

・労働集約型で雇用の受け
皿となっている

・健康入浴事業
・補助犬同伴受入れ
・食品リサイクルの推進
・食育への対応 等
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施 策 の 背 景

戦後の経済復興の中、就業者が著しく増加し、特に、生活
衛生関係営業は過当競争気味となり、中小企業者が多く、
数も著しく多い業界という性格もあり利潤を無視した低料金、
低賃金、長時間労働等が横行

○正常な経営が阻害
○衛生措置の低下が憂慮

○昭和３２年 「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律」の制定

・環境衛生同業組合・同連合会の設立
・料金等の規制措置
など過当競争防止策を骨子として制定

日本経済が高度成長から低成長へ、経済の主流も第2次産
業から第３次産業へ移行、特にサービス産業への移行が強い
傾向

○昭和54年

○大企業の参入による価格競争で深刻な影響
○不況産業からの掃き出し的な新規参入が増加し、過剰供
給状態による経営の悪化

○平成12年改正

国際化、規制緩和、消費者ニーズの多様化及び少子高齢
化など生活衛生関係営業を取り巻く社会経済情勢が大きく変
化するとともにバブル崩壊による長期不況化

○個々の営業者の自主的、主体的努力のもと衛生水準の維
持向上を図りながら発展していくための環境づくりが必要。

「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律」の改正（第8次改正）

・法の目的に経営の健全化、消費者・利用者
の利益の擁護を追加
・振興事業制度を規定
・都道府県及び全国環境衛生営業指導セン
ターの設置を規定
・標準営業約款制度を規定
するなど生活衛生関係営業の経営の安定と

消費者利益の擁護を図るために改正

「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律」の改正（第１６次改正）

・法律の目的に振興を追加
・組合の事業に老人福祉及び地域福祉を追加
・国及び地方公共団体の営業者組織の自主
的活動に対する助成・援助を規定
するなど生衛業の振興・活性化の促進を図る

ための支援並びに少子高齢化社会に対応する
ための改正

現状と課題及び対応方針

・本格的な少子高齢化と人口減少社会の
到来

労働力人口の減少、高齢者世代の増加

○社会構造の著しい変化

○経済情勢・経営環境の悪化

・国民所得の伸びの低迷
・世界的金融危機を発端とした景気の悪化

・厳しい経営環境
・経営手法の見直しの必要性

国民の消費マインドの低迷など消費動向
の変化

○社会経済情勢に対応した振興指針見直し
○省エネ化の促進、経営指導体制の拡充による支
援体制の強化
○融資制度の拡充による金融支援の強化

生活衛生営業対策の経緯
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

①すし ②めん類 ③中華料理 ④社交 ⑤料理 ⑥一般飲食 ⑦喫茶 ⑧食鳥肉 ⑨食肉⑩氷雪 ⑪理容 ⑫美容
⑬興行場 ⑭旅館・ホテル ⑮簡易宿所 ⑯公衆浴場 ⑰クリーニング

【17業種】

１．行政による衛生規制だけでなく、
生衛業者の自主的取組の指
導・支援

２．きめ細やかな指導・支援の実施、
生衛業の振興

３．消費者・利用者の利益擁護
４．生衛業に係る調査研究・情報

発信

振興指針

厚生労働大臣

営業の振興の計画的推進

衛生規制

指導 相談

保健所

都道府県

指導センターの位置付け

(社)全国生活衛生同業組合中央会
［政策要望の集約、顕彰等］

営業者の自主的活動の促進

指導 研修、共同事業

組合員のみを対象

生活衛生同業組合連合会
(全国・業種単位)

生活衛生同業組合
(都道府県・業種単位)

食品衛生法、理容師法、美容師法、興業場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法

経営の健全化の指導

(財)都道府県生活衛生
営業指導センター

［行政の代行的機能］

(財)全国生活衛生営業指導センター

指導

生活衛生関係営業者組 合 員

指導

生衛業全般を対象

(株)日本政策金融公庫
《生活衛生資金貸付》

融資

生活衛生関係営業の施策の体系について
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（１）生活衛生振興助成費等補助金
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○生活衛生同業組合連合会・生活衛生同業組合の健全な発達と衛生水準の向上、消費者(利用者)の利益擁護の観点から
生衛業の経営の健全化を図ることを目的。

厚生労働省

【交付方法】

［補助金］
418百万円

財団法人全国生活衛生営業指導センター

a.生衛業に関する情報収集・提供 (29百万円)

生活衛生営業情報ネットワーク事業費等

b.生衛業に関する調査研究 (23百万円)

c.都道府県センター、連合会、組合に対する連絡調整、
指導(25百万円)

d.生衛業の相談支援に当たる人材の養成(10百万円)

e.連合会、組合に対する振興助成 (188百万円)

※財団法人全国生活衛生営業指導セン
ターは、同法第57条の10に規定する事
業として、
○連合会相互の連絡調整を図り、及
びその事業について指導すること

○連合会の行う生活衛生関係営業に
関する技能の改善向上若しくは審
査又は技能者の養成の事業に関し
技術的指導を行うこと

が法人の事業として位置づけられており、
連合会に対する指導と助成を一体として
実施することが効果的である。

生衛組合連合会(16連合会)
都道府県生衛組合(20組合)

188百万円

［自主的活動の例］
○クリーニング事故防止のための予防情報
提供

○消費者ニーズに応じた新メニューの開発
○旅館・ホテル安心安全検定試験の実施

○振興指針を定める際に適切に反映
○生衛業の経営健全化と衛生水準の向上を確保

［助成費］

［指導・評価］

f.後継者育成事業、経営改善推進事業 (75百万円)

※平成２０年度予算額

［委託費］

(財)都道府県生活衛生
営業指導センター

75百万円

［事業の例］
○中高生による理容カット体験
○旅館施設におけるインターンシップ体験
○創業者・後継者等育成研修会の実施
○経営改善に資する消費者調査・分析、

HP作成

［指導・評価］

新型インフルエンザ対策や経営関係情報の資料作成等

g.a.～f.の事業実施に必要な人件費 (66百万円)

経営指導員の研修 等

事業実施のための重点を示すとともに、事業の
実施方法に対する指導、進捗中の実地での
指導、終了後の評価レビュー、成果の取りまと
めや普及啓発まで一体的に実施

巡回指導、指導用資料の作成 等

※昭和５５年に財団法人全国生活衛生
営業指導センターの活動に対する補助
規定が、平成１２年に組合・連合会に対
する助成規定がそれぞれ議員立法により
法制化。

生活衛生振興助成費等補助金について
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【全国生活衛生営業指導センター】生活衛生振興助成費等補助金

評価結果
取りまとめコメント

評価結果・取りまとめコメントに対す
る対応状況

備考

【評価結果】
廃止

（説明責任を果たしつつ、政策目標を達
成する上でより効果的な仕組みにより行う
べき）

（廃止５名、自治体・民間１名
国等が実施１名（事業規模縮減）
当該法人が実施１名（事業規模縮減）)

【取りまとめコメント】
評価者全員が、中小零細の方々の衛

生面について、国が何かしらのサポートを行
うべきであること、この事業の目的自体に関
しては大きな疑問を持っていない。ただし、
その仕組みや具体的に支出されている内
容を見たときに、果たしてその目的が達成
されているのかどうかという点についての説明
が十分になかった。
当WGとしても、４億円という国費の使い

方に関してひとつの評価を下すに際して、そ
の効果等がわからないまま、存続が必要だ
とは決して言えない。小規模

【削減額】
平成22年度予算 409,346千円
→ 平成23年度概算 131,890千円

【取りまとめコメントに対する対応状
況】

平成23年度予算概算要求においては、行
政刷新会議の指摘を踏まえ、既存の補助
金は廃止し、新たに生衛法の趣旨（経営
の健全化、衛生水準の向上、消費者の
利益擁護）及び現場のニーズを踏まえ補
助金の在り方をゼロベースで見直し、
① 有識者による事業の効果検証の

実施
② 事業の重点化
③ 事業実施者への補助への転換

(直接補助の実施)
等を行うこととしたところである。
また、平成23年度予算概算要求の内容

を踏まえつつ、新たに導入する評価指標な
ど、事業評価制度の在り方

※事業実施者への補助へ転換 (直接補
助の実施)
全国生活衛生営業指導センターを経
由していた事業を廃止したことにより要
求額が大きく減少している。

※なお、上記廃止事業については、事業
実施者である連合会・生衛組合と都道
府県生活衛生営業指導センター向け
の直接補助に転換
・連合会・生衛組合向け

(160,000千円(概算要求額))
・都道府県生活衛生営業指導セン
ター向け

(46,154千円(概算要求額))

※役員については、平成２２年７月の改
選時に厚労省OB非常勤役員２名を削
減済み

〈 続 く 〉 〈 続 く 〉
14
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評価結果
取りまとめコメント

評価結果・取りまとめコメントに対す
る対応状況

備考

な事業所は非常に努力されていることはわ
かるし、その衛生水準の向上に寄与したい
気持ちはあるが、厚労省からは、そのために
何故４億円が必要なのか、その４億円がど
のような効果を果たしているかに関して、抽
象的な説明はあったものの、具体的な説
明は一切なかった。
施策の目的には非常に賛同するものがあ

り、そのために必要であれば国として税金を
使ってやるべきであると考えるが、現在行わ
れている仕組みや評価の中で、実際に行
われていることが、国民皆さんに必要だとい
えるほど自信のある説明をいただいていな
いので、当WGとしては、廃止とさせていただ
く。十分な説明と十分な効果測定を行って
いただきたい。

について議論を行うため、２２年９月中に検
討の場を設置する。

※民主党生活衛生業振興議員連盟
(会長：鹿野議員)において、厚生労
働省の概算要求に先立って、営業
者の方々のご意見を踏まえて、「生
活衛生営業関係補助金の在り方に
ついて」の要望書がとりまとめられた。
これを踏まえて、平成２３年度予算

概算要求の取扱いの検討が政務三
役で行われ、既存の補助金を廃止し、
新たに生衛法の趣旨及び現場の
ニーズを踏まえ、補助金の在り方をゼ
ロベースで見直したところ。
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（２）生活衛生営業指導費補助金
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主な役割・機能

生衛業者
生衛組合

消費者
利用者

相談指導

生活関係営業者からの相談を受
け、指導を実施

消費者相談
消費者からの店舗やサービスに関
する苦情相談

研修会開催
生衛業に関する研修会・講習会を
県内各地で開催

Ｓマーク登録
標準営業約款に関する営業者の
登録

都道府県生活衛生営業指導センター

日本政策金融公庫に係る融資の
相談を実施

○都道府県指導センターは、都道府県内の生衛業者に対する指導・支援を行う実施機関
○全国指導センターは、全国的な指導体制の整備を図るため、都道府県指導センターに対する研修・指導等を行う指導機関

都道府県生活衛生営業指導センターについて

目的
○「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設置された財団法人で、
知事が指定した生衛業のための専門の指導機関で各都道府県に１つ設置されている。

（都道府県知事が指定）（指導員３名・補助職員１名の体制）
○生衛業の経営の健全化と衛生水準の向上を図り、利用者・消費者の利益を守ることを目的。

組織体制

20



○ 生活衛生営業指導費補助金 22年度当初予算額 ４９２百万円
（21年度補正後予算額 ５２７百万円）

当該補助金により、生衛業者やその組合に対する指導、経営・融資の相談、講習会や展示会の開催、国の施策
についての普及啓発等が実施されており、中小零細事業者が多い生衛業の経営の振興・健全化、衛生水準の維
持向上、また利用者及び消費者の利益の擁護を図る上で当該補助金による支援策は重要なものである。
一方、都道府県の財政事情の悪化等から、財政措置を十分図ることが困難な都道府県があり、近年不用額が

生じる傾向がみられているため、平成22年度予算において縮減を図ったところである。

・ 補助先：都道府県
・ 補助率：１／２

平成21年度（実績） （単位：百万円）

人件費

事業費

合計
相談指導事業

分野調整等協議会
等事業

情報化整備事業 活性化促進事業

総事業費 746 153 3 21 29 953

国費 369 76 2 11 14 472

都道府県指導センターにおいては、各業種の特性や地域の実情に応じて、公衆浴場を活用した健康づくりに関する
場の提供、受動喫煙対策に取り組む飲食店等への支援、クリーニング後の衣類を梱包するポリ包装材のリサイクルの
推進など、生衛業の活性化のための事業（活性化促進事業）を実施している。

生活衛生営業指導費補助金について
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生活衛生営業指導費補助金

公開プロセスの結論
主な理由・コメント

公開プロセスの結論、主な理由・コ
メントに対する対応状況

備考

【公開プロセスの結論】
事業の廃止（直ちに）

【主な理由・コメント】
○国、自治体、団体等の役割を厳
密に精査の上、全体のスキームを
立て直すべき。
○国からの補助は廃止し、その実
施については各都道府県生活衛生
営業指導センターの判断に委ねる。

【削減額】
平成22年度予算 ４９２百万円
平成23年度要求 ５１９百万円
差引増▲減額 ２７百万円
うち反映額 ▲ １９百万円

【対応状況】
○行政事業レビュー公開プロセスにお
ける指摘を尊重しつつ、営業者の方々
の意見等を踏まえ、
①国民的視点に立脚した評価制度
の導入、

②国民的視点に立脚したムダづか
いの削減を徹底、

③政策目的・現場の政策ニーズに
合致した事業への重点化

という「３つの改革の視点」で事業をゼロ
ベースで見直すとともに、後継者育成支
援事業について全国指導センターから
都道府県あてに交付先を変更したうえ
で、新規に要求する。

①事業の廃止について、営業者及びその
団体から反対する旨の意見が届いている
こと

②都道府県からも補助の継続を求める要
望が届いていること

③当該事業の根拠法令である生衛法は議
員立法により成立していること

等を踏まえ、平成２３年度予算概算要求の
取扱いの検討が政務三役で行われ、既存
の補助金を廃止し、新たに生衛法の趣旨
及び現場の政策ニーズを踏まえ補助金の
在り方をゼロベースで見直したところ。（生
活衛生関係営業対策事業費補助金（仮称）
平成２３年度要求額５１９百万円）

なお、要求額が増額となっているのは、
後継者育成支援事業（４６百万円）の交付
先を全国センターから都道府県あてに変更
したためである。

※民主党生活衛生業振興議員連盟（会長：
鹿野議員）において、厚生労働省の概算要
求に先立って、営業者の方々のご意見を
踏まえて、「生活衛生営業関係補助金の在
り方について」の要望書がとりまとめられた。
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３ クリーニング研修等事業について
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利 用 者

受取・引渡のみ
(取次所)

保

健

所

特
別
区
区
長

政
令
市
市
長

洗濯物の処理

クリーニング師

都
道
府
県
知
事

試
験

クリーニング所

届 出

使用前検査・確認

届 出

使用前検査・確認

免 許

講

習

研

修

業
務
従
事
者

溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他
の繊維製品又は皮革製品を原型のまま
洗たくすることを営業とすること。

クリーニング業

受取、選別、洗たく、乾燥、プレス、染み
抜き、仕上げ、引渡等

クリーニング行為

○ 一般クリーニング所
洗たく機及び脱水機を備えるとともに、
クリーニング師を置かなくてはならない。

（平成20年度現在 38,165施設）

○ 取次所
洗たく物の処理をせず受取・引渡のみ
を行う。

（平成20年度現在 98,586施設）

クリーニング所

クリーニング所の業務に従事する者（ク
リーニング所の従業員５人に１人以上）は
業務に関する講習会を受講。

クリーニング業務従事者

都道府県知事免許（平成20年度現在
従事クリーニング師数 57,707人）

クリーニング師

洗 濯 物

クリーニング業法について
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○クリーニング師等研修制度は、業務に関する知識・技能の向上を図ることにより事故を防止し、
消費者(利用者)利益の保護とクリーニング業の経営の健全化を図ることを目的。

○クリーニング師等については、クリーニング業法に基づき、業務に従事した1年以内に研修（講習）
を受け、研修受講後３年を超えない期間で再研修（再講習）を受けることとされている。

○クリーニング師の免許は、中学校を卒
業したものを対象に、都道府県知事の
試験(①衛生法規、②公衆衛生、③洗
濯物の知識及び技能)に合格した者に
付与(法第６条)

クリーニング師とは・・ クリーニング師研修等事業のスキーム

都
道
府
県
知
事

指定
全国センター
(企画・立案)
(カリキュラム・
テキスト作

成)

一部
委託 都道府県

センター
(研修実施)

参加

クリーニング師

業務従事者

○衣料素材の多様化
○ファッション化
○加工技術の複雑化
○環境規制の変化

背景
研修
実施

○資質の向上
○最新知識の修得
○技術水準の向上

専門職種の養成 ○常に衛生的で安心な状態でサービスを提供
研修
効果

○国民の「健康で、美しく、楽しい」生活を実現

クリーニング師研修等事業について
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１．洗濯物の受取り、保管及び引渡しの対応

○利用者からのクレームのあった問題事例について、「クレームの原因」、「クリーニング店に望ま
れる対応」、「トラブル防止のポイント」を提示

○洗濯物の状況把握、引渡時の確認等の望ましいカウンター業務のあり方を提示

２．繊維素材の基礎知識

○繊維素材の性質、衣料品生産の方法、染色加工等について、最新の情報を提供し、事故
防止策を提示

３．洗濯物の処理のあり方

○クリーニングの工程、溶剤・洗剤・クリーニング用機器について、最新の情報・留意点を提示

４．衛生法規及び公衆衛生の知識

○衛生法規や環境規制、公衆衛生の最新の規制の変更点などについて提示

クリーニング師研修等事業の主な内容
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【全国生活衛生営業指導センター】クリーニング師研修等事業

評価結果
取りまとめコメント

評価結果・取りまとめコメントに対す
る対応状況

備考

【評価結果】
廃止

（国による研修義務付けの見直し）
（権限付与自体の廃止 ８名）

【取りまとめコメント】
内容はともかく、この制度自体がうまくいっ

ていない、本研修の意義が不明確、そもそ
も国の事業として行う正当性がない、といっ
たコメントがあった。民間で行われることであ
れば、品質が落ちれば淘汰されていくわけ
で、品質向上の話は業界内で行えばよい
こと。国が義務付ける必要性についての納
得の得られる回答はなかった。結論として
は権限付与自体の廃止だが、内容として
は、国が義務付けること自体を見直す、行
うにしても中身について精査する、ということ
を結論したい。

【削減額】
－

※国費の投入はされていない

【取りまとめコメントに対する対応状
況】

○行政刷新会議の評価結果を踏まえ、
クリーニング師の方や関係業界の意
見の十分な聴取と、実態の把握を行
うため、研修事業の存続の是非や受
講率の向上方策、研修内容の精査
を中心に議論をする検討の場を２２
年９月中に設置する。
※見直しを行うためには、クリーニング
業法の改正が必要となりうる

※役員については、平成２２年７月
の改選時に厚労省OB非常勤役員

２名を削減済み
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４ 管理理容師・管理美容師指定講習事業について
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理容師・美容師制度について（１）

○理容師・美容師免許は理容師法(昭和22年)、美容師法(昭和32年)に基づく国家資格
○免許取得のためには高校を卒業後、厚生労働大臣が指定した理容師・美容師養成施設で２
年間（原則）必要な学科・実習を終了したのち、国家試験に合格することが必要

○ 理容師法及び美容師法に基づく指定試験機関として「(財)理容師・美容師試験研修セン
ター」を指定し、国家試験事務・登録事務を実施

理容師・美容師

○昭和３０年代後半には、資格取得の前提となるインターン制度の影響もあり、無資格で業務
を行っている者が一部に見られた

○このような状況を背景に、理容・美容業界及び理容師・美容師養成施設団体からの要請を踏
まえ、議員立法により理容師法・美容師法の改正が行われ、管理理容師・管理美容師制度
が創設された（昭和４３年）。

管理理容師・管理美容師制度創設経緯

○管理理容師・管理美容師資格は、免許を受けた後３年以上業務に従事し、厚生労働大臣の
定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を終了した者に付与

○管理理容師・管理美容師制度は、理容業務・美容業務の技術的管理運営の適正化及び美
容・理容施設の衛生的管理の向上並びに利用者の衛生保持のために設けられたもの

管理理容師・管理美容師
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理容師・美容師制度について（２）

高
等
学
校
卒
業
以
上

昼間課程（２年以上）

夜間課程（２年以上）

通信課程（３年以上）

理容師・美容師
養成施設

理
容
師
・美
容
師
試
験

厚
生
労
働
大
臣
免
許

管
理
理
容
師
・管
理
美
容
師
指
定
講
習

管
理
理
容
師
・管
理
美
容
師

理容
頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること

管理理容師
理容師が複数いる理容所の衛生管理責任者
管理理容師は理容師の実務経験が３年以上
管理理容師指定講習会修了

理容師

美容
パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を
美しくすること

管理美容師
美容師が複数いる美容所の衛生管理責任者
管理美容師は美容師の実務経験が３年以上
管理美容師指定講習会修了

美容師
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○管理理容師・管理美容師指定講習事業は、衛生水準の向上と消費者利益の保護、理容業・美容業の経
営の健全化を図ることを目的。
○理容師法・美容師法に基づき、理容師・美容師が常時２人以上いる理容所・美容所は、高度な衛生知識
を備えた管理者を置かなければならず、置かない場合は都道府県知事が閉鎖を命じることができる。

○理容師・美容師の免許を受けた後３
年以上理容・美容の業務に従事し、か
つ、厚生労働大臣の定める基準に従い
都道府県知事が指定する講習会の課
程を修了した者に付与

管理理容師・管理美容師とは・・ 指定講習事業のスキーム

都
道
府
県
知
事

指定

理容師美容師試験研修センター
(企画・立案)

(カリキュラム・テキスト作成)
(研修実施)

※ただし、一部の都道府県
の事業は除く

参加

理容師

美容師

○最新知識の修得
○資質の向上
○技術水準の向上

○衛生害虫、感染症の
防止

○アレルギー被害の多発
○パーマ剤の多商品化

背景
研修
実施

専門職種の養成
○常に衛生的で安心な状態でサービスを提供研修

効果

○国民が安心して質の高いサービスを享受できる
生活を実現

理容師美容師試験研修センター
が指定講習事業を行うメリット

○理容師・美容師の情報との一体的管理が可能であること
○統一的な教材作成により無駄が排除され、統一的な質の確保が図れること
○受講者数が少ない県での講習事業の開催を行いやすいこと

管理理容師・管理美容師指定講習事業について
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【理容師美容師試験研修センター】指定講習事業

評価結果
取りまとめコメント

評価結果・取りまとめコメントに対す
る対応状況

備考

【評価結果】
廃止

（管理理容師・美容師講習の廃止）
（権限付与自体の廃止 ７名

見直しを行う１名（講習内容を見直す
べき １名））

【取りまとめコメント】
公衆衛生についての理解を深めていくこと

に関して、評価者は何ら疑問を持っていな
い。ただ、この講習制度の立てつけ上、理
容師・美容師が２名になったら受けなけれ
ばならないことの合理性が、本日の説明で
は理解できなかった。
公衆衛生に関して、理容師・美容師の

資格を取得する際に、より一層、公衆衛
生について理解を深めさせることはいいと思
うが、わざわざ２名になると時にこれを受け
なければならないと義務付けることについて
は当WGとしては理解できない。このため、
権限付与自体の廃止、すなわち、２名に
なると受けなければならないという講習制度
自体の廃止・見直しを結論とさせていただく。

【削減額】
－

※国費の投入はされていない

【取りまとめコメントに対する対応状
況】

○行政刷新会議の評価結果を踏まえ、
理容師・美容師の方や関係業界の
意見の十分な聴取と、実態の把握を
行うため、講習事業の存続の是非や
配置義務要件の在り方、講習内容
の精査を中心に議論をする検討の
場を２２年９月中に設置する。

※見直しを行うためには、理容師法、
美容師法の改正が必要となりうる

※役員のうち理事２名(常勤)について
は、１名は公募、１名は削減

※国家公務員ＯＢ職員については定
年により順次解消、その後は公募

※役員報酬の引き下げを要請
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